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一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆６６９９９９６

公務における自動車等使用者

に対する通勤手当額

距離

（片道）

現行の

手当額

改正案の

手当額　

５㎞未満 ２，０００円 ２，０００円

５～�㎞ ４，２００円 ４，２００円

�～�㎞ ７，１００円 ７，３００円

�～�㎞ １０，０００円 １０，４００円

�～�㎞ １２，９００円 １３，５００円

�～�㎞ １５，８００円 １６，６００円

�～�㎞ １８，７００円 １９，７００円

�～�㎞ ２１，６００円 ２２，８００円

�～�㎞ ２４，４００円 ２５，９００円

�～�㎞ ２６，２００円 ２９，１００円

�～�㎞ ２８，０００円 ３２，３００円

�～�㎞ ２９，８００円 ３５，５００円

�㎞以上 ３１，６００円 ３８，７００円

自動車等で通勤している人の

通勤手当の非課税限度額

距離

（片道）

１か月当たりの

限度額

２㎞未満 全額課税

２～�㎞ ４，２００円

�～�㎞ ７，１００円

�～�㎞ １２，９００円

�～�㎞ １８，７００円

�～�㎞ ２４，４００円

�～�㎞ ２８，０００円

�㎞以上 ３１，６００円

　

９

月

１

日

号

で

は

、

特

集

・

役

に

立

つ

消

費

税

実

務

問

答

集

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

　

令

和

７

年

の

人

事

院

勧

告

で

人

事

院

は

自

動

車

等

使

用

者

に

対

す

る

通

勤

手

当

に

つ

い

て

、

民

間

で

の

同

支

給

状

況

を

調

査

し

た

結

果

を

公

表

し

た

。

あ

わ

せ

て

、

人

事

院

は

同

調

査

結

果

を

反

映

し

た

公

務

に

お

け

る

自

動

車

等

使

用

者

に

対

す

る

通

勤

手

当

額

の

改

正

案

を

示

し

た

。

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

自

動

車

通

勤

を

行

う

者

へ

の

通

勤

手

当

に

つ

い

て

「

エ

ネ

ル

ギ

ー

価

格

が

上

昇

す

る

中

、

人

事

院

に

よ

る

新

た

な

調

査

が

行

わ

れ

る

際

に

は

、

そ

の

結

果

に

基

づ

き

、

通

勤

手

当

の

非

課

税

限

度

額

に

つ

い

て

迅

速

に

見

直

し

を

行

う

」

こ

と

と

し

て

お

り

、

今

回

の

人

事

院

の

調

査

結

果

等

に

基

づ

い

て

、

同

非

課

税

限

度

額

の

見

直

し

（

引

上

げ

）

が

行

わ

れ

る

見

通

し

だ

。

主 な 記 事

学校法人理事長への送金巡り判決 ２面

マイナポ連携の対応予定項目公表 ２面

年収１０３万円境に就業行動に変化 ３面

被扶養者認定の要件変更でＱ＆Ａ ４面

　

厚

生

労

働

省

は

こ

の

ほ

ど

、

同

省

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

私

的

年

金

制

度

の

主

な

改

正

事

項

の

施

行

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

（

予

定

）

を

公

表

し

た

。

令

和

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

盛

り

込

ま

れ

、

今

年

６

月

�

日

に

成

立

し

た

い

わ

ゆ

る

年

金

制

度

改

革

法

で

法

改

正

が

行

わ

れ

た

マ

ッ

チ

ン

グ

拠

出

に

お

け

る

加

入

者

掛

金

の

額

の

制

限

撤

廃

は

令

和

８

年

４

月

１

日

の

施

行

を

予

定

し

て

い

る

。

他

方

、

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

盛

り

込

ま

れ

て

い

た

も

の

の

、

法

改

正

事

項

で

は

な

い

個

人

型

確

定

拠

出

年

金

（

イ

デ

コ

）

、

企

業

型

確

定

拠

出

年

金

、

国

民

年

金

基

金

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

と

法

改

正

が

行

わ

れ

た

イ

デ

コ

の

加

入

可

能

年

齢

の

引

上

げ

は

令

和

９

年

の

控

除

分

か

ら

の

実

現

を

目

指

し

て

準

備

を

進

め

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

イ

デ

コ

は

自

分

が

拠

出

し

た

掛

金

を

自

身

で

運

用

し

、

老

後

の

資

産

を

形

成

す

る

私

的

年

金

制

度

。

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

は

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

の

内

容

に

基

づ

く

と

、

例

え

ば

企

業

年

金

の

な

い

会

社

等

で

働

く

社

員

等

（

国

民

年

金

の

第

２

号

被

保

険

者

）

の

場

合

、

現

行

の

月

額

２

万

３

０

０

０

円

か

ら

同

６

万

２

０

０

０

円

ま

で

３

万

９

０

０

０

円

引

き

上

げ

ら

れ

る

。

年

額

に

す

る

と

、

�

万

６

０

０

０

円

が

�

万

４

０

０

０

円

へ

の

引

上

げ

と

な

る

。

同

様

に

企

業

年

金

の

あ

る

会

社

等

で

働

く

社

員

等

（

同

第

２

号

被

保

険

者

）

や

個

人

事

業

主

等

（

同

第

１

号

被

保

険

者

）

で

も

拠

出

限

度

額

が

引

き

上

げ

ら

れ

る

。

　

イ

デ

コ

は

加

入

者

が

拠

出

し

た

掛

金

は

全

額

が

所

得

控

除

の

対

象

と

な

る

の

で

、

拠

出

時

の

所

得

税

・

住

民

税

の

大

幅

な

節

税

が

可

能

。

そ

の

後

も

運

用

中

は

運

用

益

が

非

課

税

で

、

受

取

時

は

年

金

と

し

て

受

け

取

る

場

合

が

雑

所

得

、

一

時

金

と

し

て

受

け

取

る

場

合

は

退

職

所

得

に

区

分

さ

れ

る

も

の

の

、

年

金

な

ら

公

的

年

金

等

控

除

、

一

時

金

な

ら

退

職

所

得

控

除

の

対

象

と

な

る

。

　

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

は

、

こ

れ

ま

で

も

何

度

か

引

上

げ

が

行

わ

れ

て

き

た

。

そ

れ

に

伴

い

、

加

入

者

が

伸

び

続

け

て

お

り

、

７

年

６

月

末

時

点

で

約

３

６

９

万

人

と

な

っ

て

い

る

。

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

基

づ

く

引

上

げ

は

過

去

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

と

比

べ

て

も

引

上

げ

幅

が

大

き

く

、

こ

れ

を

き

っ

か

け

に

加

入

者

が

再

び

大

き

く

増

加

す

る

こ

と

が

見

込

ま

れ

る

。

　

現

行

の

公

務

に

お

け

る

自

動

車

等

使

用

者

に

対

す

る

通

勤

手

当

額

は

平

成

�

年

の

人

事

院

の

調

査

に

基

づ

き

定

め

ら

れ

た

。

そ

し

て

、

公

務

に

お

け

る

同

手

当

額

の

内

容

を

ベ

ー

ス

に

、

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

の

通

勤

手

当

の

非

課

税

限

度

額

が

定

め

ら

れ

て

お

り

、

今

回

の

人

事

院

に

よ

る

調

査

に

基

づ

き

公

務

に

お

け

る

同

通

勤

手

当

額

の

改

正

案

が

示

さ

れ

た

こ

と

で

、

同

改

正

案

の

内

容

を

ベ

ー

ス

に

同

非

課

税

限

度

額

が

見

直

さ

れ

る

も

の

と

み

ら

れ

る

。

　

現

行

の

公

務

に

お

け

る

自

動

車

等

使

用

者

に

対

す

る

通

勤

手

当

額

と

人

事

院

が

示

し

た

公

務

に

お

け

る

同

手

当

額

の

改

正

案

、

現

行

の

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

の

非

課

税

限

度

額

（

い

ず

れ

も

月

額

）

は

表

（

未

満

、

以

上

は

一

部

省

略

）

の

と

お

り

。

　

公

務

に

お

け

る

同

手

当

額

を

現

行

と

改

正

案

で

比

較

す

る

と

、

�

㌔

未

満

で

は

変

更

が

な

く

、

�

㌔

以

上

か

ら

最

低

２

０

０

円

か

ら

最

高

７

１

０

０

円

の

引

上

げ

を

行

う

こ

と

と

し

て

い

る

。

改

正

案

の

内

容

は

７

年

４

月

に

遡

及

し

て

実

施

す

る

予

定

。

　

ま

た

、

表

に

は

記

載

が

な

い

も

の

の

、

現

行

で

は

同

手

当

の

距

離

区

分

の

上

限

が

�

㌔

以

上

と

な

っ

て

い

る

点

に

つ

き

、

民

間

の

長

距

離

通

勤

者

に

対

す

る

支

給

額

が

公

務

の

手

当

額

を

上

回

っ

て

い

る

状

況

を

踏

ま

え

、

人

事

院

勧

告

で

８

年

４

月

か

ら

同

上

限

を

１

０

０

㌔

以

上

に

引

き

上

げ

、

距

離

に

応

じ

た

手

当

額

の

区

分

を

増

や

す

。

具

体

的

に

は

�

㌔

以

上

�

㌔

未

満

が

４

万

２

２

０

０

円

で

、

そ

れ

以

上

は

５

㌔

刻

み

で

手

当

額

を

引

上

げ

、

上

限

の

１

０

０

㌔

以

上

は

６

万

６

４

０

０

円

と

す

る

。

　

さ

ら

に

、

公

務

で

自

動

車

等

使

用

者

が

通

勤

の

際

に

自

ら

の

負

担

で

駐

車

場

を

利

用

し

て

い

る

状

況

が

み

ら

れ

る

こ

と

な

ど

を

背

景

に

、

公

務

で

１

か

月

当

た

り

５

０

０

０

円

を

上

限

と

す

る

駐

車

場

の

利

用

に

対

す

る

通

勤

手

当

を

８

年

４

月

か

ら

新

設

す

る

こ

と

も

示

さ

れ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ８ �

第３６６３号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

向

け

て

、

各

府

省

庁

か

ら

の

要

望

事

項

が

出

揃

う

時

期

を

迎

え

る

。

こ

こ

数

年

、

大

き

な

改

正

が

な

い

と

い

う

の

が

印

象

だ

が

、

今

回

は

ど

の

よ

う

な

も

の

が

出

て

く

る

の

だ

ろ

う

か

。

当

然

の

こ

と

だ

が

、

経

済

や

社

会

の

変

化

を

踏

ま

え

た

要

望

が

出

て

く

る

こ

と

だ

ろ

う

★

災

害

が

頻

発

し

た

と

き

に

は

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

な

ど

は

災

害

対

応

税

制

を

建

議

し

て

い

た

も

の

だ

が

、

最

近

で

あ

れ

ば

例

え

ば

、

こ

れ

か

ら

の

猛

暑

に

対

応

し

た

税

制

を

、

な

ど

と

い

う

要

望

も

あ

る

か

も

し

れ

な

い

★

し

か

し

今

回

、

何

よ

り

も

注

目

さ

れ

る

の

は

、

税

制

改

正

決

定

ま

で

の

プ

ロ

セ

ス

で

あ

る

。

衆

院

だ

け

で

な

く

参

院

で

も

、

議

席

が

過

半

数

割

れ

し

た

少

数

与

党

が

、

野

党

と

ど

の

よ

う

に

話

し

合

い

を

進

め

て

い

く

の

か

。

消

費

税

は

ど

う

な

る

の

か

、

「

壁

」

を

ど

う

し

て

い

く

の

か

。

今

後

の

動

き

に

注

目

し

て

い

き

た

い

。

（

Ｙ

）

８年１月からマイナポ連携に対応予定の項目

対応予定項目

対応予定

保険会社・寄附団体

収

入

関

係

・生命保険契約等の

一時金の支払調書

・生命保険契約等の

年金の支払調書

・住友生命保険相互会社

・ＳＯＭＰＯひまわり生

命保険株式会社

・第一生命保険株式会社

・日本生命保険相互会社

・明治安田生命保険相互

会社

・損害保険契約等の

満期返戻金等の支

払調書

・損害保険契約等の

年金の支払調書

・東京海上日動火災保険

株式会社

控

除

関

係

・ふるさと納税以外

の寄附に関する寄

附金受領証明書

・特定非営利活動法人

国連ＵＮＨＣＲ協会

・特定非営利活動法人

国境なき医師団日本

・公益財団法人

日本ユニセフ協会

　

納

税

者

で

あ

る

学

校

法

人

が

、

学

校

法

人

名

義

の

預

金

口

座

か

ら

当

時

の

同

学

校

法

人

の

理

事

長

が

実

質

的

に

経

営

し

て

い

た

医

療

法

人

名

義

の

口

座

に

３

回

に

わ

た

っ

て

合

計

２

億

５

０

０

０

万

円

を

送

金

し

、

そ

の

後

す

ぐ

に

同

額

が

医

療

法

人

名

義

の

口

座

か

ら

同

理

事

長

名

義

の

口

座

に

送

金

さ

れ

た

こ

と

等

を

理

由

に

、

課

税

庁

が

送

金

さ

れ

た

各

金

員

は

実

質

的

に

学

校

法

人

か

ら

理

事

長

へ

の

給

与

等

（

賞

与

）

に

該

当

す

る

な

ど

と

認

定

し

、

納

税

者

に

源

泉

所

得

税

等

の

納

付

告

知

処

分

と

重

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

納

税

者

が

理

事

長

へ

の

給

与

等

に

は

当

た

ら

な

い

な

ど

と

し

て

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

東

京

地

裁

（

篠

田

賢

治

裁

判

長

）

は

６

日

、

給

与

等

に

該

当

し

、

源

泉

徴

収

義

務

を

負

う

と

し

て

処

分

を

適

法

と

す

る

納

税

者

敗

訴

の

判

決

を

下

し

た

。

　国税庁は８日、令和８年１月からマ

イナポータル連携に対応予定の項目を

公表した。新たに対象となるのは、生

命保険契約等の一時金の支払調書など

４調書とふるさと納税以外の寄附金

で、対応予定の保険会社及び寄附団体

も公表されている（表参照）。

　対応予定の保険会社等は順次増加す

る予定となっており、最新のマイナポ

ータル連携対応予定事業者について

は、国税庁ホームページで確認してく

ださいとしている。また、今回公表さ

れた対応予定の保険会社及び寄附団体

は、現在対応に向けたシステム構築中

のため、実際の運用時には変更となる

場合があるとしている。

　なお、生命保険契約等の一時金の支

払調書及び生命保険契約等の年金の支

払調書については、国税庁が７年１月

から連携を開始できるよう所要のシス

テムを構築したが、同月からそのシス

テムを活用する予定の生命保険会社が

なかった。

　

地

方

税

制

の

あ

り

方

に

関

す

る

検

討

会

は

６

日

、

第

６

回

会

合

を

開

催

し

た

。

前

回

ま

で

は

主

に

道

府

県

民

税

利

子

割

に

お

け

る

税

収

帰

属

の

適

正

化

に

つ

い

て

議

論

が

行

わ

れ

、

中

間

整

理

が

取

り

ま

と

め

ら

れ

た

と

こ

ろ

、

今

回

は

、

地

方

法

人

課

税

に

お

け

る

偏

在

是

正

な

ど

に

つ

い

て

議

論

が

行

わ

れ

た

。

　

当

日

は

、

兵

庫

県

の

地

方

税

に

関

す

る

勉

強

会

の

報

告

書

に

つ

い

て

、

上

村

敏

之

特

別

委

員

の

プ

レ

ゼ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

の

ほ

か

、

地

方

税

財

政

の

現

状

と

経

済

活

動

の

動

向

な

ど

が

示

さ

れ

た

。

　

資

料

で

は

、

東

京

都

は

一

極

集

中

に

よ

る

豊

か

な

財

政

力

を

背

景

に

手

厚

い

行

政

サ

ー

ビ

ス

を

実

施

し

て

お

り

、

東

京

と

地

方

で

行

政

サ

ー

ビ

ス

の

格

差

が

広

が

っ

て

い

る

と

し

て

、

偏

在

性

が

小

さ

い

地

方

税

体

系

を

構

築

す

る

こ

と

が

重

要

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

本

件

学

校

法

人

は

医

療

専

門

学

校

を

経

営

し

て

い

る

。

　

理

事

長

は

設

立

時

か

ら

令

和

３

年

８

月

ま

で

Ａ

が

務

め

て

い

た

。

本

件

学

校

法

人

の

経

営

母

体

は

３

年

８

月

に

Ａ

が

理

事

長

を

退

任

す

る

と

と

も

に

Ａ

以

外

の

理

事

・

評

議

員

も

大

半

が

入

れ

替

わ

る

こ

と

に

よ

り

、

Ａ

か

ら

別

会

社

に

移

っ

た

。

こ

れ

に

伴

い

、

本

件

学

校

法

人

は

名

称

を

変

更

し

て

い

る

。

　

Ａ

は

本

件

学

校

法

人

の

ほ

か

に

も

本

件

医

療

法

人

や

別

の

学

校

法

人

等

を

設

立

し

、

代

表

者

や

実

質

的

な

代

表

者

と

し

て

各

法

人

を

経

営

し

て

い

た

。

本

件

医

療

法

人

は

Ａ

に

よ

っ

て

設

立

さ

れ

、

各

送

金

が

行

わ

れ

た

当

時

の

理

事

長

は

Ａ

の

二

男

が

務

め

て

い

た

。

　

平

成

�

年

�

月

�

日

、

�

年

�

月

�

日

、

�

年

�

月

�

日

に

そ

れ

ぞ

れ

本

件

学

校

法

人

名

義

の

口

座

か

ら

本

件

医

療

法

人

名

義

の

口

座

に

合

計

２

億

５

０

０

０

万

円

が

送

金

さ

れ

た

（

送

金

①

）

。

各

送

金

か

ら

４

分

～

�

分

以

内

に

今

度

は

本

件

医

療

法

人

名

義

の

口

座

か

ら

Ａ

名

義

の

口

座

に

同

額

が

送

金

さ

れ

た

（

送

金

②

）

。

課

税

庁

は

調

査

結

果

に

基

づ

き

、

令

和

２

年

６

月

に

本

件

処

分

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

本

件

学

校

法

人

が

処

分

を

不

服

と

し

、

争

い

と

な

っ

た

。

　

主

な

争

点

は

送

金

さ

れ

た

各

金

員

に

つ

い

て

、

本

件

学

校

法

人

が

所

得

税

法

１

８

１

条

等

に

基

づ

く

源

泉

徴

収

義

務

を

負

う

か

否

か

。

　

判

決

で

地

裁

は

、

各

送

金

の

経

緯

や

送

金

①

と

送

金

②

と

の

時

間

的

近

接

性

な

い

し

連

続

性

、

本

件

医

療

法

人

名

義

口

座

の

残

高

の

状

況

、

Ａ

の

認

識

等

か

ら

す

る

と

、

各

金

員

は

本

件

医

療

法

人

を

介

し

、

本

件

学

校

法

人

か

ら

Ａ

へ

資

金

を

移

動

さ

せ

た

も

の

で

、

本

件

学

校

法

人

か

ら

Ａ

に

支

払

わ

れ

た

も

の

だ

と

認

定

し

た

。

そ

の

上

で

、

各

金

員

は

本

件

学

校

法

人

の

理

事

長

と

い

う

地

位

に

基

づ

き

Ａ

に

支

給

さ

れ

た

も

の

と

認

め

ら

れ

、

所

得

税

法

�

条

１

項

の

給

与

等

に

該

当

し

、

各

金

員

は

規

則

的

に

反

覆

ま

た

は

継

続

し

て

支

給

さ

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

不

規

則

ま

た

は

臨

時

的

に

支

給

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

給

与

等

の

う

ち

賞

与

に

該

当

す

る

と

判

断

。

本

件

学

校

法

人

は

源

泉

徴

収

義

務

を

負

う

な

ど

と

し

て

処

分

は

適

法

だ

っ

た

と

し

た

。

　

な

お

、

Ａ

に

は

理

事

長

を

務

め

て

い

た

別

の

学

校

法

人

か

ら

も

同

様

の

流

れ

で

合

計

８

億

円

が

送

金

（

送

金

さ

れ

た

各

金

員

は

私

的

な

競

走

馬

事

業

に

充

て

ら

れ

た

と

さ

れ

る

）

さ

れ

て

お

り

、

Ａ

は

課

税

庁

か

ら

所

得

税

の

更

正

処

分

等

を

受

け

、

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

訴

訟

を

起

こ

し

て

い

た

。

こ

の

訴

訟

で

も

東

京

地

裁

（

鎌

野

真

敬

裁

判

長

）

は

８

月

８

日

、

送

金

さ

れ

た

各

金

員

が

給

与

等

に

該

当

し

な

い

と

す

る

Ａ

の

主

張

を

退

け

、

処

分

を

適

法

と

す

る

判

決

を

下

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

内

閣

府

は

こ

の

ほ

ど

、

民

間

の

給

与

計

算

代

行

サ

ー

ビ

ス

の

デ

ー

タ

（

ビ

ッ

グ

デ

ー

タ

）

を

活

用

し

て

、

い

わ

ゆ

る

「

年

収

の

壁

」

に

対

す

る

労

働

者

の

就

業

行

動

や

社

会

保

険

の

適

用

拡

大

等

の

制

度

変

更

に

よ

る

労

働

者

の

就

業

行

動

の

変

化

な

ど

の

分

析

結

果

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

所

得

税

が

か

か

り

始

め

る

も

の

の

、

本

来

は

制

度

的

に

壁

と

は

な

ら

な

い

（

壁

を

越

え

て

も

手

取

り

の

逆

転

現

象

は

起

こ

ら

な

い

）

と

さ

れ

る

年

収

１

０

３

万

円

を

境

に

、

１

０

３

万

円

未

満

の

年

収

分

布

と

１

０

３

万

円

以

上

の

年

収

分

布

で

顕

著

な

非

対

称

が

み

ら

れ

た

。

こ

の

点

に

つ

い

て

内

閣

府

は

企

業

の

支

給

す

る

配

偶

者

手

当

等

の

存

在

が

影

響

し

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

と

指

摘

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

日

ウ

ク

ラ

イ

ナ

新

租

税

条

約

関

係

の

源

泉

所

得

税

の

改

正

の

あ

ら

ま

し

を

公

表

し

た

。

こ

れ

は

、

「

所

得

に

対

す

る

租

税

に

関

す

る

二

重

課

税

の

除

去

並

び

に

脱

税

及

び

租

税

回

避

の

防

止

の

た

め

の

日

本

国

政

府

と

ウ

ク

ラ

イ

ナ

政

府

と

の

間

の

条

約

」

（

新

条

約

）

が

１

日

に

発

効

し

、

源

泉

所

得

税

に

係

る

規

定

は

、

令

和

８

年

１

月

１

日

以

後

に

支

払

う

べ

き

も

の

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

こ

と

に

伴

い

作

成

し

た

も

の

。

　

新

条

約

は

、

昭

和

�

年

に

発

効

し

た

現

行

の

「

所

得

に

対

す

る

租

税

に

関

す

る

二

重

課

税

の

回

避

の

た

め

の

日

本

国

政

府

と

ソ

ヴ

ィ

エ

ト

社

会

主

義

共

和

国

連

邦

政

府

と

の

間

の

条

約

」

を

全

面

的

に

改

正

し

た

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

配

当

、

利

子

及

び

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

原

則

と

し

て

、

源

泉

地

国

（

所

得

が

生

ず

る

国

）

に

お

け

る

課

税

が

軽

減

・

免

除

さ

れ

た

。

　

配

当

、

利

子

及

び

使

用

料

に

対

す

る

課

税

は

次

の

通

り

。

【

改

正

前

】

・

配

当

　

�

％

・

利

子

　

政

府

受

取

等

　

免

税

　

そ

の

他

　

�

％

・

使

用

料

　

著

作

権

　

免

税

　

そ

の

他

　

�

％

【

改

正

後

】

・

配

当

　

　

議

決

権

保

有

割

合

�

％

以

上

・

保

有

期

間

６

月

以

上

（

法

人

が

支

払

う

配

当

の

う

ち

、

そ

の

法

人

の

課

税

所

得

の

計

算

上

控

除

さ

れ

る

配

当

は

、

�

％

の

限

度

税

率

が

適

用

）

　

５

％

　

そ

の

他

　

�

％

・

利

子

　

政

府

受

取

等

　

免

税

　

金

融

機

関

受

取

、

年

金

基

金

受

取

等

　

５

％

　

そ

の

他

　

�

％

・

使

用

料

　

５

％

　

こ

の

ほ

か

、

配

当

、

利

子

及

び

使

用

料

以

外

の

所

得

も

改

正

さ

れ

た

。

例

え

ば

、

一

方

の

締

約

国

の

居

住

者

が

他

方

の

締

約

国

内

で

行

う

勤

務

に

よ

っ

て

取

得

す

る

報

酬

に

つ

い

て

、

他

方

の

締

約

国

で

租

税

が

免

除

（

短

期

滞

在

者

免

税

）

さ

れ

る

た

め

に

必

要

と

さ

れ

る

要

件

の

う

ち

の

一

つ

が

改

正

さ

れ

、

他

方

の

締

約

国

で

課

税

年

度

を

ま

た

い

で

滞

在

し

た

場

合

等

の

滞

在

日

数

の

判

定

方

法

が

見

直

さ

れ

て

い

る

。

具

体

的

に

は

、

他

方

の

締

約

国

の

課

税

年

度

に

お

い

て

開

始

し

、

又

は

終

了

す

る

い

ず

れ

の

�

カ

月

の

期

間

に

お

い

て

も

、

そ

の

報

酬

の

受

領

者

が

他

方

の

締

約

国

内

に

合

計

１

８

３

日

を

超

え

な

い

で

滞

在

し

た

場

合

（

他

の

要

件

を

満

た

す

場

合

に

限

る

）

に

は

、

租

税

が

免

除

さ

れ

る

。

　

ま

た

、

こ

の

短

期

滞

在

者

免

税

の

対

象

は

、

勤

務

に

よ

っ

て

取

得

す

る

報

酬

の

み

と

さ

れ

、

自

由

職

業

の

役

務

に

よ

っ

て

取

得

す

る

報

酬

は

免

除

の

対

象

外

と

な

っ

た

。

　

男

女

別

に

令

和

４

年

の

時

給

者

の

年

収

・

労

働

時

間

を

み

る

と

、

男

性

は

壁

が

ほ

ぼ

存

在

し

な

い

の

に

対

し

、

女

性

は

年

収

を

１

０

０

～

１

０

５

万

円

、

労

働

時

間

を

年

間

９

５

０

～

１

０

０

０

時

間

と

し

て

い

る

人

の

割

合

が

高

く

、

年

収

の

壁

は

特

に

女

性

の

就

労

行

動

に

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

た

。

　

ま

た

、

年

収

１

０

３

万

円

未

満

の

労

働

者

に

つ

い

て

、

平

成

�

年

と

令

和

４

年

の

実

際

の

労

働

時

間

を

比

較

す

る

と

、

個

々

の

労

働

者

は

そ

の

間

に

得

ら

れ

た

時

給

の

上

昇

を

相

殺

す

る

よ

う

に

、

労

働

時

間

を

短

縮

す

る

こ

と

で

、

年

収

を

壁

未

満

に

抑

制

す

る

就

業

行

動

を

と

っ

て

い

た

こ

と

が

確

認

さ

れ

た

。

こ

れ

ら

に

つ

い

て

、

内

閣

府

の

分

析

で

は

、

主

た

る

家

計

の

稼

得

者

の

勤

務

先

企

業

が

１

０

３

万

円

を

配

偶

者

手

当

の

所

得

制

限

の

基

準

と

し

て

設

定

し

て

い

る

こ

と

や

１

０

３

万

円

や

１

０

０

万

円

と

い

っ

た

一

定

の

分

か

り

や

す

い

金

額

を

強

く

意

識

し

て

働

い

て

い

る

こ

と

が

背

景

に

あ

る

と

推

測

し

て

い

る

。

　

な

お

、

７

年

度

税

制

改

正

で

、

所

得

税

の

課

税

最

低

限

は

１

０

３

万

円

か

ら

１

６

０

万

円

に

引

き

上

げ

ら

れ

て

お

り

、

同

改

正

が

今

後

の

就

業

行

動

に

ど

う

影

響

す

る

か

が

一

部

で

注

目

さ

れ

て

い

る

。

　

全

国

間

税

会

総

連

合

会

は

８

日

、

財

務

省

と

国

税

庁

に

「

令

和

８

年

度

税

制

及

び

執

行

に

関

す

る

要

望

書

（

間

接

税

関

係

）

」

を

提

出

し

、

ま

た

、

�

日

に

は

消

費

者

庁

に

提

出

し

た

。

　

要

望

書

で

は

、

軽

減

税

率

制

度

か

ら

「

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

」

へ

の

改

組

に

つ

い

て

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

制

度

を

利

用

し

た

き

め

細

や

か

な

プ

ッ

シ

ュ

型

の

低

所

得

者

対

策

を

講

じ

る

よ

う

求

め

て

い

る

。

　

ま

た

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

伴

う

中

小

事

業

者

向

け

の

負

担

緩

和

措

置

で

あ

る

８

割

控

除

の

経

過

措

置

や

２

割

特

例

の

適

用

期

限

延

長

の

検

討

の

ほ

か

、

８

年

�

月

に

施

行

さ

れ

る

「

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

」

へ

の

変

更

に

つ

い

て

の

十

分

な

周

知

な

ど

を

要

望

し

た

。

　

要

望

書

の

う

ち

、

消

費

税

に

関

す

る

事

項

の

主

な

内

容

は

次

の

通

り

。

　

⑴

消

費

税

の

逆

進

性

対

策

に

つ

い

て

、

軽

減

税

率

制

度

に

代

え

て

、

「

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

」

に

改

組

し

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

制

度

を

利

用

し

た

き

め

細

か

な

プ

ッ

シ

ュ

型

の

低

所

得

者

対

策

を

講

じ

る

　

今

後

、

消

費

税

率

の

引

上

げ

議

論

を

行

う

際

に

は

、

消

費

税

の

逆

進

性

対

策

に

つ

い

て

は

、

軽

減

税

率

制

度

の

見

直

し

で

は

な

く

軽

減

税

率

に

代

え

、

一

定

の

低

所

得

者

を

対

象

と

す

る

「

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

」

へ

改

組

し

、

真

の

低

所

得

者

対

策

に

な

る

よ

う

検

討

す

べ

き

。

す

な

わ

ち

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

と

ひ

も

付

け

さ

れ

た

課

税

情

報

な

ど

を

利

用

し

、

真

に

手

を

差

し

伸

べ

る

べ

き

低

所

得

者

を

的

確

に

把

握

し

、

登

録

さ

れ

た

公

金

受

取

口

座

に

申

請

不

要

で

支

給

す

る

プ

ッ

シ

ュ

型

の

給

付

を

行

う

べ

き

で

あ

る

。

「

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

」

へ

改

組

す

る

こ

と

に

よ

り

、

消

費

税

の

税

率

は

単

一

税

率

が

可

能

と

な

る

。

そ

の

結

果

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

も

不

要

と

な

り

、

又

は

維

持

さ

れ

た

と

し

て

も

請

求

書

等

や

帳

簿

へ

の

記

載

事

項

の

大

幅

な

簡

素

化

（

税

率

別

の

品

目

・

金

額

の

区

分

記

載

や

税

率

・

税

額

の

記

載

の

省

略

）

等

が

可

能

と

な

り

、

制

度

の

簡

素

化

に

も

資

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　

⑵

仕

入

税

額

控

除

に

関

す

る

中

小

事

業

者

等

へ

の

配

慮

措

置

の

あ

り

方

　

５

年

�

月

か

ら

実

施

さ

れ

た

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

は

、

そ

の

円

滑

な

実

施

を

図

る

観

点

か

ら

、

さ

ま

ざ

ま

な

中

小

事

業

者

等

向

け

の

負

担

緩

和

措

置

等

が

講

じ

ら

れ

た

。

こ

れ

ら

の

う

ち

、

８

年

度

に

適

用

期

限

の

到

来

す

る

８

割

控

除

の

経

過

措

置

や

２

割

特

例

に

つ

い

て

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

後

の

実

務

の

実

態

等

を

も

う

し

ば

ら

く

検

証

す

べ

き

で

あ

り

、

そ

れ

ま

で

の

間

、

適

用

期

限

の

延

長

を

検

討

す

べ

き

で

あ

る

。

　

⑶

簡

易

課

税

制

度

の

簡

素

な

仕

組

み

の

維

持

　

今

後

、

軽

減

税

率

の

対

象

範

囲

が

拡

大

さ

れ

た

り

、

軽

減

税

率

と

標

準

税

率

と

の

税

率

の

水

準

差

が

大

き

く

な

る

等

の

場

合

に

は

、

「

み

な

し

仕

入

率

」

の

見

直

し

議

論

に

発

展

す

る

可

能

性

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

そ

の

場

合

に

は

、

簡

易

課

税

制

度

に

よ

る

税

額

計

算

が

本

則

課

税

に

よ

る

税

額

計

算

よ

り

も

複

雑

に

な

る

可

能

性

も

あ

る

が

、

簡

易

課

税

制

度

が

中

小

事

業

者

の

事

務

負

担

を

軽

減

す

る

観

点

か

ら

設

け

ら

れ

て

い

る

趣

旨

を

十

分

に

尊

重

し

、

で

き

る

だ

け

簡

素

な

制

度

を

維

持

す

べ

き

で

あ

る

。

　

⑷

輸

出

物

品

販

売

場

に

お

け

る

免

税

制

度

の

高

度

化

　

８

年

�

月

に

施

行

さ

れ

る

「

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

」

へ

の

変

更

に

つ

い

て

、

免

税

店

及

び

訪

日

外

国

人

旅

行

者

へ

十

分

な

周

知

を

行

う

べ

き

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

の

変

更

に

よ

り

、

不

適

正

な

制

度

運

用

の

抑

止

に

よ

る

制

度

の

適

正

運

用

と

免

税

店

の

税

務

リ

ス

ク

低

減

が

期

待

さ

れ

る

。

必

要

に

応

じ

て

さ

ら

な

る

不

正

対

策

強

化

も

検

討

し

つ

つ

、

制

度

変

更

後

も

免

税

制

度

は

維

持

す

べ

き

で

あ

る

。

　

さ

ら

に

、

免

税

店

や

承

認

送

信

事

業

者

の

許

可

に

つ

い

て

、

更

新

制

の

導

入

等

に

よ

り

、

許

可

さ

れ

た

免

税

店

や

承

認

送

信

事

業

者

の

適

正

管

理

が

行

わ

れ

る

よ

う

な

措

置

を

行

う

べ

き

で

あ

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

日

本

年

金

機

構

は

�

日

、

従

業

員

（

厚

生

年

金

保

険

等

の

被

保

険

者

）

が

家

族

を

被

扶

養

者

に

す

る

と

き

の

認

定

に

お

い

て

、

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

者

の

年

間

収

入

要

件

を

変

更

す

る

と

発

表

し

た

。

扶

養

認

定

日

が

令

和

７

年

�

月

１

日

以

降

の

場

合

、

年

間

収

入

が

現

行

の

１

３

０

万

円

未

満

か

ら

１

５

０

万

円

未

満

に

引

き

上

げ

ら

れ

る

。

こ

れ

は

、

７

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

現

下

の

厳

し

い

人

手

不

足

の

状

況

に

お

け

る

就

業

調

整

対

策

等

の

観

点

か

ら

、

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

親

族

等

を

扶

養

す

る

場

合

に

お

け

る

特

定

扶

養

控

除

の

要

件

の

見

直

し

等

が

行

わ

れ

た

こ

と

を

踏

ま

え

た

も

の

。

同

機

構

で

は

、

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

者

の

被

扶

養

者

認

定

に

つ

い

て

年

金

Ｑ

＆

Ａ

を

公

表

し

て

お

り

、

年

齢

要

件

の

判

定

時

点

や

扶

養

認

定

日

を

さ

か

の

ぼ

る

場

合

の

取

扱

い

な

ど

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

　

高

齢

化

の

進

展

や

単

独

世

帯

の

高

齢

者

の

増

加

等

に

よ

り

成

年

後

見

制

度

に

対

す

る

ニ

ー

ズ

の

増

加

・

多

様

化

が

見

込

ま

れ

る

と

し

て

、

成

年

後

見

制

度

の

見

直

し

に

向

け

た

検

討

が

進

ん

で

い

る

。

法

制

審

議

会

の

民

法

（

成

年

後

見

等

関

係

）

部

会

に

お

い

て

中

間

試

案

が

取

り

ま

と

め

ら

れ

、

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

・

コ

メ

ン

ト

）

が

行

わ

れ

た

。

今

後

、

中

間

試

案

に

対

し

て

寄

せ

ら

れ

た

意

見

を

踏

ま

え

、

同

部

会

に

お

い

て

、

要

綱

案

の

取

り

ま

と

め

に

向

け

た

審

議

が

予

定

さ

れ

て

い

る

。

　

成

年

後

見

制

度

に

対

す

る

主

な

指

摘

と

し

て

は

、

①

利

用

動

機

の

課

題

（

例

え

ば

、

遺

産

分

割

）

が

解

決

し

て

も

、

判

断

能

力

が

回

復

し

な

い

限

り

利

用

を

や

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

、

②

本

人

の

状

況

の

変

化

に

応

じ

た

成

年

後

見

人

等

の

交

代

が

実

現

せ

ず

、

本

人

が

そ

の

ニ

ー

ズ

に

合

っ

た

保

護

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

、

③

任

意

後

見

契

約

の

本

人

の

判

断

能

力

が

低

下

し

た

後

も

適

切

な

時

機

に

任

意

後

見

監

督

人

の

選

任

申

立

て

が

さ

れ

な

い

な

ど

が

あ

る

。

　

中

間

試

案

で

は

①

に

つ

い

て

、

法

定

後

見

の

開

始

に

お

い

て

保

護

す

る

必

要

を

要

件

と

す

る

場

合

に

は

、

判

断

能

力

が

回

復

し

た

と

き

で

な

く

て

も

、

保

護

す

る

必

要

が

な

く

な

っ

た

と

き

に

法

定

後

見

を

終

了

す

る

案

な

ど

が

示

さ

れ

た

。

　

②

に

つ

い

て

は

、

現

行

法

の

解

任

事

由

が

な

い

場

合

で

あ

っ

て

も

、

本

人

の

利

益

の

た

め

に

特

に

必

要

が

あ

る

場

合

を

念

頭

に

、

新

た

な

解

任

事

由

を

設

け

る

案

、

③

に

つ

い

て

は

、

本

人

が

任

意

後

見

契

約

の

際

に

公

正

証

書

に

お

い

て

指

定

し

た

者

に

申

立

権

を

認

め

る

案

が

示

さ

れ

た

。

　

そ

の

ほ

か

に

、

成

年

後

見

人

等

の

報

酬

に

つ

い

て

、

家

庭

裁

判

所

が

本

人

の

財

産

の

中

か

ら

相

当

な

報

酬

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

る

と

の

ル

ー

ル

を

維

持

し

つ

つ

、

家

庭

裁

判

所

が

相

当

な

報

酬

を

判

断

す

る

に

当

た

っ

て

成

年

後

見

人

等

が

行

っ

た

事

務

の

内

容

な

ど

が

考

慮

要

素

で

あ

る

こ

と

を

明

確

に

す

る

案

を

引

き

続

き

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

の

成

年

後

見

支

援

セ

ン

タ

ー

は

こ

の

ほ

ど

、

「

税

理

士

法

人

に

よ

る

成

年

後

見

事

務

に

関

す

る

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

」

を

改

訂

し

た

。

令

和

４

年

３

月

の

税

理

士

法

施

行

規

則

の

改

正

に

よ

り

、

税

理

士

法

人

の

業

務

範

囲

が

拡

大

さ

れ

、

同

年

４

月

１

日

以

降

、

税

理

士

法

人

は

定

款

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

成

年

後

見

人

等

の

事

務

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

。

こ

れ

を

受

け

、

税

理

士

法

人

が

成

年

後

見

人

等

の

事

務

を

行

う

上

で

留

意

す

べ

き

点

を

取

り

ま

と

め

た

も

の

。

　

税

理

士

法

人

が

行

う

業

務

は

、

す

べ

て

定

款

の

目

的

に

記

載

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

４

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

税

理

士

法

施

行

規

則

が

改

正

さ

れ

、

税

理

士

法

人

の

業

務

の

範

囲

に

、

「

当

事

者

そ

の

他

関

係

人

の

依

頼

又

は

官

公

署

の

委

嘱

に

よ

り

、

後

見

人

、

保

佐

人

、

補

助

人

、

監

督

委

員

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

地

位

に

就

き

、

他

人

の

法

律

行

為

に

つ

い

て

、

代

理

、

同

意

若

し

く

は

取

消

し

を

行

う

業

務

又

は

こ

れ

ら

の

業

務

を

行

う

者

を

監

督

す

る

業

務

」

が

追

加

さ

れ

る

な

ど

し

た

。

　

そ

の

た

め

同

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

で

は

例

え

ば

、

税

理

士

法

人

と

し

て

成

年

後

見

人

等

の

事

務

を

行

う

場

合

、

定

款

に

は

そ

の

事

務

を

営

む

こ

と

を

目

的

と

す

る

と

の

文

言

を

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

し

て

、

そ

の

ひ

な

型

を

示

し

て

い

る

。

　

な

お

、

税

理

士

法

人

の

新

規

設

立

や

定

款

の

目

的

変

更

を

し

た

際

は

、

２

週

間

以

内

に

、

所

属

税

理

士

会

を

経

由

し

て

日

税

連

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

い

こ

と

も

記

載

し

て

い

る

。

　

財

務

省

は

�

日

、

人

に

地

球

に

優

し

い

世

界

征

服

を

企

む

秘

密

結

社

「

鷹

の

爪

団

」

の

活

躍

を

描

く

ア

ニ

メ

作

品

「

秘

密

結

社

鷹

の

爪

」

と

の

コ

ラ

ボ

動

画

を

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

で

公

開

し

た

。

コ

ラ

ボ

動

画

は

、

税

の

仕

組

み

を

わ

か

り

や

す

く

解

説

す

る

全

４

話

の

ア

ニ

メ

「

税

と

わ

た

し

と

鷹

の

爪

」

。

く

す

っ

と

笑

え

る

鷹

の

爪

の

世

界

観

の

中

で

、

楽

し

く

税

の

基

本

を

学

べ

る

内

容

と

な

っ

て

い

る

。

　

主

人

公

で

赤

い

マ

ス

ク

が

ト

レ

ー

ド

マ

ー

ク

の

戦

闘

主

任

「

吉

田

く

ん

」

と

、

団

員

た

ち

の

庇

護

者

的

な

存

在

で

あ

る

「

総

統

」

の

コ

ミ

カ

ル

な

掛

け

合

い

を

通

じ

て

、

身

近

な

税

金

の

種

類

や

そ

の

使

い

道

、

決

定

プ

ロ

セ

ス

と

い

っ

た

税

の

仕

組

み

を

解

説

し

て

い

る

。

　

４

話

の

内

容

は

、

第

１

章

が

「

税

っ

て

何

？

」

、

第

２

章

が

「

税

の

種

類

」

、

第

３

章

が

「

何

に

使

わ

れ

て

る

の

？

」

、

第

４

章

が

「

誰

が

決

め

て

る

の

？

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

被

扶

養

者

認

定

に

お

け

る

年

間

収

入

要

件

は

現

行

、

年

間

収

入

１

３

０

万

円

未

満

（

�

歳

以

上

ま

た

は

障

害

者

の

場

合

は

、

年

間

収

入

１

８

０

万

円

未

満

）

及

び

同

居

の

場

合

は

収

入

が

扶

養

者

（

被

保

険

者

）

の

収

入

の

半

分

未

満

、

別

居

の

場

合

は

収

入

が

扶

養

者

（

被

保

険

者

）

か

ら

の

仕

送

り

額

未

満

と

な

っ

て

い

る

。

　

今

回

変

更

さ

れ

る

の

は

年

間

収

入

の

要

件

の

み

で

、

扶

養

認

定

日

が

７

年

�

月

１

日

以

降

で

、

扶

養

認

定

を

受

け

る

者

が

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

場

合

（

被

保

険

者

の

配

偶

者

を

除

く

）

は

、

現

行

の

年

間

収

入

１

３

０

万

円

未

満

が

年

間

収

入

１

５

０

万

円

未

満

に

変

わ

る

と

し

て

い

る

。

　

年

齢

要

件

（

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

）

は

、

税

制

と

同

様

に

、

扶

養

認

定

日

が

属

す

る

年

の

�

月

�

日

時

点

の

年

齢

で

判

定

す

る

と

し

て

い

る

。

例

え

ば

、

扶

養

認

定

を

受

け

る

者

が

７

年

�

月

に

�

歳

の

誕

生

日

を

迎

え

る

場

合

に

は

、

７

年

（

暦

年

）

に

お

け

る

年

間

収

入

要

件

は

１

５

０

万

円

未

満

と

な

る

。

　

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

で

あ

っ

て

も

配

偶

者

は

対

象

外

と

な

り

、

学

生

で

あ

る

こ

と

は

要

件

と

は

な

っ

て

い

な

い

。

年

間

収

入

が

１

５

０

万

円

未

満

か

ど

う

か

の

判

定

は

、

従

来

と

同

様

の

年

間

収

入

の

考

え

方

に

よ

り

判

定

す

る

と

し

て

お

り

、

具

体

的

に

は

、

認

定

対

象

者

の

過

去

の

収

入

、

現

時

点

の

収

入

ま

た

は

将

来

の

収

入

の

見

込

み

な

ど

か

ら

、

今

後

１

年

間

の

収

入

を

見

込

む

こ

と

と

な

る

。

　

留

意

事

項

と

し

て

、

７

年

�

月

１

日

以

降

の

届

出

で

、

７

年

�

月

１

日

よ

り

前

の

期

間

に

つ

い

て

認

定

す

る

場

合

は

、

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

被

扶

養

者

に

か

か

る

年

間

収

入

の

要

件

は

１

３

０

万

円

未

満

で

判

定

す

る

と

し

て

い

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

（

南

成

人

会

長

）

は

現

在

、

「

第

�

回

日

本

公

認

会

計

士

協

会

学

術

賞

」

を

募

集

し

て

い

る

。

同

協

会

が

広

く

、

会

計

、

監

査

、

税

務

、

経

営

お

よ

び

公

会

計

等

の

学

術

の

発

展

に

寄

与

し

た

著

書

を

選

定

し

、

毎

年

顕

彰

し

て

い

る

も

の

。

　

応

募

等

の

作

品

は

、

選

考

委

員

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

る

学

術

賞

審

査

委

員

会

が

審

査

を

し

て

お

り

、

公

認

会

計

士

の

業

務

の

向

上

に

資

す

る

と

認

め

た

優

秀

な

も

の

に

「

学

術

賞

」

を

、

マ

ネ

ー

ジ

メ

ン

ト

・

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

・

サ

ー

ビ

ス

（

Ｍ

Ｃ

Ｓ

）

業

務

の

充

実

お

よ

び

発

展

に

寄

与

す

る

と

認

め

た

優

秀

な

も

の

に

「

学

術

賞

―

Ｍ

Ｃ

Ｓ

賞

」

を

、

さ

ら

に

、

会

員

お

よ

び

準

会

員

の

作

品

で

公

認

会

計

士

の

業

務

の

向

上

に

資

す

る

と

認

め

た

優

秀

な

も

の

に

「

学

術

賞

―

会

員

特

別

賞

」

を

授

与

し

て

い

る

。

　

応

募

の

締

め

切

り

は

�

月

�

日

（

必

着

）

。

　

詳

し

く

は

同

協

会

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

な

ど

で

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　今回は、個人住民税でよく問題とされ

る件について説明します。

　⑴住所について

　個人住民税は、賦課課税方式を採用し

ており、賦課期日（１月１日）現在、国

内に住所を有する個人に対して均等割と

所得割が課税されます（地法�①、２９４

①）。住所とは生活の本拠であり（民法

�条）、所得税における住所の取扱いと

同じものです。しかし、住所について、

個人住民税では、一義的には、住民基本

台帳に記載された場所が住所地とされて

います（地法�②、２９４②）。住民基本

台帳は、氏名、生年月日、性別、住所な

どが記載された住民票を編成したもの

で、住民に関する事務処理の基礎となる

もので、住民基本台帳の閲覧や住民票の

写しの交付などにより、住民の居住関係

を公証するとともに、選挙人名簿への登

録、国民健康保険、後期高齢者医療、介

護保険、国民年金の被保険者の資格の確

認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿

の作成、生活保護及び予防接種に関する

事務、印鑑登録に関する事務処理のため

に利用されています。つまり、地方公共

団体の行税サービスを行うための基礎資

料ですから、住民票の記載、消除又は記

載の修正について、市町村長に強い権限

が与えられています（住基法８）。個人

住民税は、地方公共団体の行政サービス

を行う財源ですから、つまり住所地がど

こにあるのかは極めて大切です。ただ、

住民は必ずしもそのことを認識していな

いので、住所地が変わっても記載の届出

がない場合が往々にしているので、その

場合には、「市町村は、当該市町村の住

民基本台帳に記録されていない個人が当

該市町村内に住所を有する者である場合

には、その者を当該住民基本台帳に記録

されている者とみなして、その者に市町

村民税を課することができる。」とする

規定が用意されています（地法２９４③）。

　⑵退職所得の分離課税

　個人住民税の合計所得金額とは、純損

失及び雑損失の繰越控除前の総所得金

額、退職所得金額及び山林所得金額の合

計額をいいます（地法�①十三、２９２①

十三）が、その定義及び規定の仕方は所

得税に同じです（所法２①三十イ⑵）。

ただし、その範囲は所得税と違っている

部分があります。典型的には、一定の退

職所得があります。所得税の源泉徴収義

務がある退職所得については、ほかの所

得と区分して、現年分離課税されます（地

法�の２、３２８）。したがって、他の所

得と損益通算はありません。ふるさと納

税控除における特例控除の�％限度額を

計算する際にも算入されません。個人住

民税は前年所得課税なので、そもそも他

の所得と合算して課税するのは無理な話

です。現年分離課税とされているのは、

退職金に対する個人住民税を翌年に課税

すると、徴収するときにすでに手元に現

金がない場合が多いという事実に着目し

たことの理由によるものです。なお、源

泉徴収義務がない退職所得については、

原則どおり他の所得と合わせて総合課税

されます。

　

筑

波

大

学

の

教

授

に

な

っ

た

頃

（

平

成

７

年

）

、

税

務

大

学

校

の

要

請

で

、

中

国

お

よ

び

旧

ソ

連

邦

か

ら

来

た

研

修

生

の

た

め

に

、

日

本

の

租

税

教

育

制

度

を

講

義

し

た

こ

と

が

あ

る

。

講

義

の

後

の

質

問

で

最

も

多

か

っ

た

の

が

相

続

税

に

つ

い

て

で

あ

る

。

曰

く

、

「

な

ぜ

、

課

税

最

低

限

が

低

い

の

か

」

、

「

最

高

税

率

�

％

は

高

過

ぎ

な

い

か

」

、

「

相

続

税

が

高

く

て

子

孫

の

た

め

に

熱

心

に

働

け

な

い

の

で

は

な

い

か

」

等

々

で

あ

る

。

　

こ

れ

ら

の

質

問

を

聞

き

な

が

ら

、

筆

者

の

ほ

う

こ

そ

驚

い

た

。

「

目

の

前

に

い

る

人

た

ち

は

、

社

会

主

義

の

国

か

ら

来

た

人

た

ち

な

の

に

、

彼

ら

か

ら

見

て

も

日

本

の

相

続

税

は

重

い

の

か

」

と

苦

笑

さ

せ

ら

れ

た

。

俗

に

、

「

日

本

の

相

続

税

制

は

最

も

社

会

主

義

的

だ

」

と

言

わ

れ

て

い

た

が

、

社

会

主

義

の

国

の

人

た

ち

か

ら

見

て

も

、

酷

税

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

　

そ

の

後

、

平

成

�

年

以

降

、

最

高

税

率

は

�

％

に

引

き

下

げ

ら

れ

た

も

の

の

、

平

成

�

年

以

降

�

％

に

引

き

上

げ

ら

れ

、

か

つ

、

課

税

最

低

限

（

法

定

相

続

人

が

３

人

の

場

合

）

が

、

８

０

０

０

万

円

（

基

礎

控

除

５

０

０

０

万

円

＋

法

定

相

続

人

一

人

１

０

０

０

万

円

）

か

ら

４

８

０

０

万

円

（

同

じ

く

３

０

０

０

万

円

＋

同

一

人

６

０

０

万

円

）

に

引

き

下

げ

ら

れ

た

。

こ

の

よ

う

な

相

続

税

制

に

つ

い

て

、

改

め

て

冒

頭

に

紹

介

し

た

社

会

主

義

の

国

の

人

た

ち

に

感

想

を

伺

い

た

い

も

の

で

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

税

制

改

正

に

つ

い

て

は

、

一

般

に

は

、

資

産

の

再

分

配

機

能

を

高

め

る

た

め

で

あ

る

言

わ

れ

る

が

、

果

た

し

て

、

そ

の

目

的

に

か

な

っ

て

い

る

の

か

、

あ

る

い

は

そ

の

目

的

自

体

が

正

し

い

の

か

、

疑

問

が

多

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

　

資

産

の

再

分

配

と

は

い

え

、

何

十

億

、

何

百

億

の

資

産

を

有

し

て

い

る

人

た

ち

は

、

資

産

を

海

外

に

移

す

な

ど

、

「

住

所

」

を

海

外

に

移

す

方

法

で

、

と

っ

く

に

相

続

税

対

策

に

手

を

打

っ

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

相

続

税

増

税

で

被

害

を

受

け

る

の

は

、

１

億

円

前

後

の

資

産

を

有

し

て

い

る

人

た

ち

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

う

い

う

人

た

ち

は

、

一

般

に

「

金

融

資

産

が

高

齢

者

に

偏

在

し

て

い

る

」

と

批

判

の

対

象

に

も

な

っ

て

い

る

。

　

し

か

し

、

彼

ら

の

言

い

分

を

代

弁

さ

せ

て

い

た

だ

く

と

次

の

よ

う

に

言

え

る

は

ず

で

あ

る

。

彼

ら

の

多

く

は

、

戦

後

の

「

喰

う

や

喰

わ

ず

」

の

時

代

を

過

ご

し

、

井

沢

八

郎

の

「

あ

ゝ

上

野

駅

」

を

地

で

行

く

よ

う

な

経

験

を

し

、

人

の

世

話

に

は

な

ら

ず

、

自

力

で

生

き

抜

く

こ

と

を

目

標

と

し

、

贅

沢

も

せ

ず

、

子

ど

も

た

ち

に

は

自

分

た

ち

の

よ

う

な

経

験

は

さ

せ

た

く

な

い

、

と

必

死

に

働

き

蓄

え

て

き

た

人

た

ち

で

あ

る

。

　

そ

の

結

果

、

あ

る

程

度

資

産

が

で

き

た

と

し

て

も

、

老

後

を

自

力

で

生

き

抜

い

て

行

こ

う

と

す

る

と

、

相

当

の

資

金

を

有

す

る

こ

と

に

な

る

。

筆

者

の

近

辺

に

最

近

有

料

老

人

ホ

ー

ム

が

で

き

た

が

、

２

人

で

１

か

月

約

１

０

０

万

円

必

要

だ

と

い

う

。

そ

の

隣

に

、

公

営

の

老

人

ホ

ー

ム

が

あ

り

、

費

用

は

そ

の

半

分

程

度

で

あ

る

が

、

そ

の

入

居

に

は

厳

し

い

制

限

が

付

け

ら

れ

て

お

り

、

現

状

で

は

入

れ

そ

う

も

な

い

。

　

い

ず

れ

に

し

て

も

、

前

述

の

相

続

税

の

課

税

最

低

限

の

資

産

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

３

～

４

年

程

度

し

か

老

人

ホ

ー

ム

に

入

っ

て

い

ら

れ

な

い

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

で

は

、

老

後

も

、

「

人

様

の

世

話

に

な

ら

ず

、

自

力

で

生

き

抜

く

」

と

い

う

発

想

を

押

し

つ

ぶ

す

こ

と

に

も

な

る

。

結

局

、

若

い

う

ち

は

、

「

生

活

を

楽

し

み

、

無

理

し

て

貯

金

な

ど

は

せ

ず

、

老

後

は

国

に

面

倒

を

見

て

も

ら

え

ば

よ

い

」

と

い

う

無

責

任

な

発

想

を

助

長

す

る

こ

と

に

も

な

る

。

そ

し

て

、

そ

の

国

を

だ

れ

が

支

え

る

の

か

と

考

え

る

と

、

暗

澹

た

る

思

い

は

す

る

。

　

そ

う

な

る

と

、

た

か

だ

か

数

千

万

円

の

財

産

に

相

続

税

を

課

税

す

る

こ

と

が

、

「

資

産

の

再

分

配

機

能

を

強

化

す

る

」

と

い

う

国

家

目

標

に

か

な

う

の

で

あ

ろ

う

か

。

む

し

ろ

、

国

民

の

自

力

精

神

を

歪

め

、

国

家

の

存

続

に

支

障

を

来

た

す

こ

と

に

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

　

そ

う

は

言

っ

て

も

、

「

相

続

税

を

減

税

す

べ

き

で

あ

る

」

と

い

う

こ

と

は

、

ま

ず

政

治

課

題

に

は

な

ら

な

い

。

政

治

家

に

と

っ

て

は

、

「

所

得

税

減

税

」

、

「

消

費

税

減

税

」

と

言

え

ば

、

次

の

選

挙

に

有

利

に

な

る

と

考

え

て

も

、

「

相

続

税

減

税

」

と

言

っ

て

も

納

税

者

の

数

が

知

れ

て

い

る

か

ら

「

票

」

に

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

む

し

ろ

、

庶

民

の

反

感

を

買

う

と

心

得

て

い

る

こ

と

と

思

う

。

　

な

ら

ば

、

日

頃

、

ア

メ

リ

カ

税

制

を

手

本

に

し

て

い

る

租

税

専

門

家

に

期

待

し

た

い

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

彼

ら

も

、

ア

メ

リ

カ

の

遺

産

税

の

課

税

最

低

限

が

約

�

億

円

で

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

い

て

も

、

「

日

本

も

せ

め

て

そ

の

一

割

程

度

に

す

べ

き

」

と

は

絶

対

に

（

？

）

言

わ

な

い

。

な

ぜ

か

？

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

本

書

は

、

財

産

の

相

続

・

贈

与

・

譲

渡

の

各

場

面

に

お

い

て

、

通

常

の

課

税

関

係

と

は

異

な

る

、

誤

り

や

す

い

注

意

す

べ

き

ケ

ー

ス

を

Ｑ

＆

Ａ

形

式

で

具

体

的

な

事

例

を

用

い

て

解

説

。

税

法

は

も

ち

ろ

ん

、

そ

の

他

関

連

法

と

の

関

係

や

論

点

を

横

断

的

に

解

説

し

、

各

所

に

散

在

す

る

類

似

す

る

論

点

を

比

較

で

き

る

よ

う

に

課

税

上

の

取

扱

い

が

異

な

る

境

界

線

と

そ

の

判

断

基

準

を

整

理

し

て

体

系

的

に

分

か

り

や

す

く

記

述

。

　

第

四

版

で

は

、

未

分

割

財

産

に

係

る

課

税

関

係

の

論

点

並

び

に

相

続

発

生

時

の

個

人

事

業

者

の

イ

ン

ボ

イ

ス

等

の

手

続

き

を

中

心

と

し

て

、

書

面

に

よ

る

贈

与

の

否

認

事

例

、

未

分

割

財

産

の

課

税

関

係

（

相

続

税

申

告

、

適

用

で

き

な

い

相

続

税

の

特

例

、

所

得

税

申

告

、

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

の

計

算

）

、

分

割

協

議

が

成

立

し

た

時

の

対

応

（

更

正

の

請

求

の

期

限

、

加

算

税

及

び

延

滞

税

の

特

例

、

債

務

の

負

担

者

の

確

定

）

、

個

人

事

業

主

の

相

続

時

の

手

続

き

（

青

色

申

告

承

認

申

請

等

の

届

出

書

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

、

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

）

、

相

続

で

取

得

し

た

資

産

の

減

価

償

却

、

の

各

論

点

を

加

え

た

。

　

Ａ

５

判

、

４

３

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

５

２

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

超

過

差

押

え

を

禁

止

す

る

国

税

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

は

、

参

加

差

押

え

に

は

適

用

又

は

準

用

さ

れ

な

い

と

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

、

審

査

請

求

人

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

請

求

人

が

所

有

す

る

不

動

産

に

つ

い

て

参

加

差

押

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

参

加

差

押

処

分

は

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

範

囲

を

超

え

た

違

法

な

処

分

で

あ

る

と

し

て

、

そ

の

一

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

参

加

差

押

え

は

、

先

行

す

る

差

押

え

が

解

除

さ

れ

な

い

限

り

交

付

要

求

と

し

て

の

効

力

を

有

す

る

に

す

ぎ

ず

、

先

行

す

る

差

押

え

が

進

行

し

て

い

る

限

り

滞

納

者

に

新

た

な

負

担

を

課

す

も

の

で

は

な

く

、

交

付

要

求

及

び

参

加

差

押

え

に

超

過

差

押

え

を

禁

止

す

る

国

税

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

が

準

用

さ

れ

る

と

し

た

規

定

も

な

い

か

ら

、

本

件

参

加

差

押

処

分

が

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

範

囲

を

超

え

た

違

法

な

処

分

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

６

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

関

係

法

令

　

①

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

超

過

差

押

及

び

無

益

な

差

押

の

禁

止

》

第

１

項

は

、

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

財

産

以

外

の

財

産

は

、

差

し

押

さ

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

旨

規

定

し

て

い

る

。

　

②

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

交

付

要

求

の

手

続

》

第

１

項

は

、

滞

納

者

の

財

産

に

つ

き

強

制

換

価

手

続

が

行

わ

れ

た

場

合

に

は

、

税

務

署

長

は

、

執

行

機

関

に

対

し

、

滞

納

に

係

る

国

税

に

つ

き

、

交

付

要

求

書

に

よ

り

交

付

要

求

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

旨

規

定

し

て

い

る

。

　

③

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

参

加

差

押

え

の

手

続

》

第

１

項

は

、

税

務

署

長

は

、

徴

収

法

第

�

条

の

規

定

に

よ

り

差

押

え

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

に

お

い

て

、

滞

納

者

の

財

産

で

不

動

産

に

つ

き

既

に

滞

納

処

分

に

よ

る

差

押

え

が

さ

れ

て

い

る

と

き

は

、

当

該

財

産

に

つ

い

て

の

交

付

要

求

は

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

交

付

要

求

書

に

代

え

て

参

加

差

押

書

を

、

滞

納

処

分

を

し

た

行

政

機

関

等

に

交

付

し

て

す

る

こ

と

が

で

き

る

旨

規

定

し

て

い

る

。

　

④

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

参

加

差

押

え

の

効

力

》

第

１

項

第

２

号

は

、

参

加

差

押

え

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

参

加

差

押

え

に

係

る

不

動

産

に

つ

き

さ

れ

て

い

た

滞

納

処

分

に

よ

る

差

押

え

が

解

除

さ

れ

た

と

き

は

、

そ

の

参

加

差

押

え

は

、

参

加

差

押

通

知

書

が

滞

納

者

に

送

達

さ

れ

た

時

に

遡

っ

て

差

押

え

の

効

力

を

生

ず

る

旨

規

定

し

て

い

る

。

　

事

案

の

概

要

　

原

処

分

庁

は

、

請

求

人

が

滞

納

国

税

を

納

期

限

の

令

和

４

年

３

月

�

日

ま

で

に

完

納

し

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

督

促

年

月

日

の

４

年

５

月

�

日

に

督

促

状

を

発

し

て

、

納

付

を

督

促

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

請

求

人

が

所

有

す

る

各

不

動

産

に

つ

い

て

Ｂ

税

務

署

長

が

既

に

差

押

え

を

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

５

年

�

月

８

日

付

で

、

徴

収

法

第

�

条

《

参

加

差

押

え

の

手

続

》

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

Ｂ

税

務

署

長

に

参

加

差

押

書

を

交

付

し

て

参

加

差

押

処

分

を

し

、

同

条

第

２

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

請

求

人

に

そ

の

旨

を

通

知

す

る

と

と

も

に

、

同

条

第

３

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

参

加

差

押

処

分

の

登

記

を

嘱

託

し

た

。

請

求

人

は

、

参

加

差

押

処

分

の

う

ち

、

各

不

動

産

に

係

る

参

加

差

押

処

分

は

取

り

消

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

と

し

て

、

参

加

差

押

処

分

の

一

部

の

取

消

し

を

求

め

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

参

加

差

押

処

分

は

本

件

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

範

囲

を

超

え

た

違

法

な

処

分

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

各

不

動

産

の

価

額

は

、

周

辺

地

域

に

お

け

る

不

動

産

の

取

引

状

況

か

ら

す

る

と

、

１

坪

当

た

り

約

○

○

○

○

円

で

あ

り

、

滞

納

国

税

の

金

額

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

不

動

産

の

面

積

は

約

１

０

０

坪

で

足

り

る

は

ず

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

本

件

参

加

差

押

処

分

は

、

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

範

囲

を

超

え

た

違

法

な

処

分

で

、

そ

の

必

要

な

範

囲

を

超

え

た

部

分

に

相

当

す

る

財

産

で

あ

る

各

不

動

産

に

係

る

参

加

差

押

処

分

は

取

り

消

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

に

よ

り

、

参

加

差

押

え

は

、

先

行

の

差

押

え

が

存

在

す

る

限

り

に

お

い

て

は

差

押

え

の

執

行

機

関

に

対

す

る

交

付

要

求

と

し

て

の

効

力

を

有

す

る

に

と

ど

ま

る

。

そ

し

て

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

は

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

財

産

以

外

の

財

産

は

、

差

し

押

さ

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

旨

規

定

し

て

い

る

と

こ

ろ

、

同

項

の

規

定

は

参

加

差

押

え

に

準

用

さ

れ

て

い

な

い

か

ら

、

本

件

参

加

差

押

処

分

に

適

用

さ

れ

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

参

加

差

押

え

は

、

滞

納

者

の

財

産

に

つ

い

て

、

既

に

強

制

換

価

手

続

で

あ

る

滞

納

処

分

に

よ

る

差

押

え

が

さ

れ

て

い

る

場

合

に

、

そ

の

差

押

え

を

し

た

行

政

機

関

等

に

対

し

て

交

付

要

求

を

す

る

も

の

で

あ

り

、

そ

の

先

行

す

る

差

押

え

が

解

除

さ

れ

た

と

き

は

、

参

加

差

押

通

知

書

が

滞

納

者

に

送

達

さ

れ

た

時

に

遡

っ

て

差

押

え

の

効

力

が

生

ず

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

参

加

差

押

え

は

先

行

す

る

差

押

え

が

解

除

さ

れ

な

い

限

り

、

そ

の

先

行

す

る

差

押

え

を

し

た

行

政

機

関

等

に

対

し

て

配

当

を

求

め

る

交

付

要

求

と

し

て

の

効

力

を

有

す

る

に

す

ぎ

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

参

加

差

押

え

の

効

力

か

ら

す

る

と

、

参

加

差

押

え

は

、

強

制

換

価

手

続

で

あ

る

滞

納

処

分

に

よ

る

差

押

え

が

先

行

し

、

こ

れ

が

進

行

し

て

い

る

限

り

、

滞

納

者

に

処

分

制

限

等

の

新

た

な

負

担

を

課

す

も

の

で

は

な

い

し

、

交

付

要

求

及

び

参

加

差

押

え

の

規

定

を

み

て

も

、

徴

収

法

第

�

条

第

１

項

の

規

定

が

準

用

さ

れ

る

と

し

た

規

定

も

な

い

か

ら

、

同

項

の

規

定

は

、

参

加

差

押

え

に

は

適

用

ま

た

は

準

用

さ

れ

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

参

加

差

押

処

分

に

は

、

超

過

差

押

え

に

係

る

規

定

は

適

用

又

は

準

用

さ

れ

な

い

か

ら

、

本

件

参

加

差

押

処

分

が

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

に

必

要

な

範

囲

を

超

え

た

違

法

な

処

分

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



「おひとりさま」の法的支援にあたっ

て念頭におくべきこと

　未婚率が上昇し、高齢化が加速、さ

らには１人暮らし世帯が増える中、困

ったときに手助けしてくれる身近な人

がいない「おひとりさま」が社会問題

となっています。そして実は「おひと

りさま」の定義自体も専門家の間です

ら曖昧なものですが、我々専門家が法

的支援を検討する段階において次の４

つのレイヤー（層）に区分しなければ

ならないものと考えております。それ

は、①子も配偶者もいるが独居してい

る、②子はいるが配偶者はおらず独居

している、③子どもはいないが配偶者

がいるものの独居している、④子ども

も配偶者もおらず独居している、の４

つです。順に見ていきたいと思います。

　まず、①と②はいずれも子がいるた

めに相続対策を考えなければいけない

レイヤーです。本人の自立意識が高い

場合や子との関係が疎遠・複雑である

場合があるために注意しなければなり

ません。また本人がもし後期高齢者だ

とすると相続対策を自らの意思で検討

・準備をするのが難しくなりますから

相続人である子が主導する必要があ

り、支援専門家としても子とのコミュ

ニケーションに特に注力すべきでしょ

う。

　次に、③は配偶者が施設入所してお

り本人が自宅で独居しているケースが

主に想定されますが配偶者に先立たれ

てしまうと④に移行します。③と④の

ようなレイヤーは認知症や介護など将

来の不安が大きいので支援専門家とし

ては本人に寄り添ったコミュニケーシ

ョンに注力すべきです。

　法的支援の具体的手法として「遺言

書」「成年後見制度」「死後事務委任

契約」「財産管理契約」等様々なもの

が挙げられますが、まず上記４つのレ

イヤーに切り分けたうえで検討すると

うまくいくでしょう。そして、検討を

深めるためには継続的かつ双方向のコ

ミュニケーションが必要になってくる

ため「ホームローヤー（高齢者等に継

続的な法律支援を提供する弁護士）」

のサービスも有効です。

「ホームローヤー」サービスの具体的

な事例

　Ａさん（�代・女性）は一人暮らし

で、夫は死別し、子どももいません。

最近物忘れがひどくなり、また、物盗

られ妄想をしてしまい、セキュリティ

会社に契約しては何度も電話したり、

警察にも「窃盗犯が入った」と実際と

は異なる通報を何度もしていました。

唯一姪っ子さんが面倒をみてくれてい

ましたが遠方に住んでおり、日常的な

見守りが困難でした。Ａさんの不安や

生活上の問題が増す中、ホームローヤ

ー制度を利用することになりました。

　ホームローヤーとなった私は、Ａさ

んと姪っ子さんと定期的に面談を行

い、契約書類の確認や、不要な取引の

取消し交渉を代行。また、財産管理や

成年後見制度の利用も検討し、公正証

書による任意後見契約・遺言書・死後

事務委任契約を締結。加えて、見守り

契約や日常的な法的助言により、安心

して暮らせる体制を整えました。

　物盗られ妄想についても話を聞く機

会を増やしたり、寄り添うこと、医療

・介護関係者による支援関係を構築す

ることで軽減していきました。

　Ａさんの財産をすべて管理・監督し

てしまうのではなく、ある程度自由に

使えるお金を定期的にお渡しし、なる

べく不自由感を軽減すること、本人に

寄り添ったコミュニケーションに努め

ました。

　

初

め

て

劇

場

で

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

を

観

た

の

は

、

劇

団

四

季

の

キ

ャ

ッ

ツ

で

し

た

。

そ

の

後

、

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

映

画

の

世

界

へ

と

旅

立

ち

ま

し

た

。

　

一

口

に

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

映

画

と

言

っ

て

も

、

さ

ま

ざ

ま

な

作

品

が

あ

り

ま

す

。

私

が

思

う

代

表

作

は

…

。

　

○

名

作

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

を

映

画

化

し

た

『

レ

・

ミ

ゼ

ラ

ブ

ル

』

『

オ

ペ

ラ

座

の

怪

人

』

『

キ

ャ

ッ

ツ

』

　

〇

完

全

に

オ

リ

ジ

ナ

ル

で

製

作

さ

れ

た

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

映

画

『

ラ

・

ラ

・

ラ

ン

ド

』

『

グ

レ

イ

テ

ス

ト

・

シ

ョ

ー

マ

ン

』

『

メ

リ

ー

・

ポ

ピ

ン

ズ

』

　

〇

ア

ニ

メ

作

品

・

ア

ニ

メ

実

写

化

の

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

映

画

『

ア

ナ

と

雪

の

女

王

』

『

ア

ラ

ジ

ン

』

『

美

女

と

野

獣

』

　

今

回

は

、

こ

れ

ら

の

作

品

の

中

か

ら

２

作

品

を

お

届

け

し

ま

す

。

　

①

『

ア

ラ

ジ

ン

』

（

実

写

版

）

２

０

１

９

年

６

月

公

開

「

ア

ラ

ビ

ア

ン

・

ナ

イ

ト

」

の

物

語

を

ベ

ー

ス

に

、

不

思

議

な

ラ

ン

プ

を

手

に

入

れ

た

若

者

ア

ラ

ジ

ン

が

自

由

に

憧

れ

る

王

女

ジ

ャ

ス

ミ

ン

と

出

会

い

、

そ

れ

ぞ

れ

の

願

い

を

か

な

え

る

た

め

繰

り

広

げ

る

冒

険

を

描

い

た

デ

ィ

ズ

ニ

ー

・

ア

ニ

メ

の

名

作

を

実

写

化

し

た

作

品

。

特

筆

す

べ

き

は

、

キ

ャ

ス

テ

ィ

ン

グ

の

素

晴

ら

し

さ

で

す

。

ア

ラ

ジ

ン

を

演

じ

た

メ

ナ

・

マ

ス

ー

ド

は

エ

ジ

プ

ト

生

ま

れ

で

身

軽

な

風

貌

と

雰

囲

気

が

ア

ラ

ジ

ン

の

イ

メ

ー

ジ

に

ピ

ッ

タ

リ

で

し

た

。

王

女

ジ

ャ

ス

ミ

ン

役

の

ナ

オ

ミ

・

ス

コ

ッ

ト

は

ロ

ン

ド

ン

出

身

。

美

し

さ

と

気

品

を

備

え

な

が

ら

も

行

動

力

溢

れ

る

王

女

を

熱

演

し

て

い

ま

す

。

二

人

が

魔

法

の

ジ

ュ

ー

タ

ン

に

乗

っ

て

デ

ュ

エ

ッ

ト

す

る

「

ホ

ー

ル

・

ニ

ュ

ー

・

ワ

ー

ル

ド

」

に

胸

を

熱

く

し

、

即

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

し

ま

し

た

。

　

そ

し

て

、

魔

法

の

ラ

ン

プ

か

ら

登

場

す

る

魔

人

ジ

ー

ニ

ー

を

名

優

ウ

ィ

ル

・

ス

ミ

ス

が

。

感

動

で

す

。

　

②

『

ラ

・

ラ

・

ラ

ン

ド

』

　

　

２

０

１

７

年

２

月

公

開

　

売

れ

な

い

女

優

（

エ

マ

・

ス

ト

ー

ン

）

と

ジ

ャ

ズ

ピ

ア

ニ

ス

ト

（

ラ

イ

ア

ン

・

ゴ

ズ

リ

ン

グ

）

の

恋

を

、

ゴ

ー

ジ

ャ

ス

で

ロ

マ

ン

チ

ッ

ク

な

歌

と

ダ

ン

ス

で

描

い

た

作

品

。

女

優

志

望

の

主

人

公

ミ

ア

を

演

じ

た

エ

マ

・

ス

ト

ー

ン

は

、

ア

カ

デ

ミ

ー

賞

主

演

女

優

賞

な

ど

数

多

く

の

賞

を

受

賞

し

ま

し

た

。

　

古

き

良

き

も

の

を

リ

ス

ペ

ク

ト

し

た

作

品

で

、

オ

ー

プ

ニ

ン

グ

の

渋

滞

中

の

路

上

で

繰

り

広

げ

ら

れ

る

ダ

ン

ス

と

歌

の

シ

ー

ン

が

圧

巻

で

す

。

こ

の

シ

ー

ン

を

観

る

だ

け

で

も

価

値

あ

る

作

品

だ

と

思

い

ま

す

。

二

人

は

、

こ

の

渋

滞

中

に

最

悪

の

出

会

い

を

し

ま

す

が

、

そ

の

後

再

会

し

、

微

妙

に

気

持

ち

が

変

化

し

て

い

き

ま

す

。

そ

の

様

を

軽

快

な

タ

ッ

チ

で

描

い

て

い

て

、

中

で

も

、

夕

暮

れ

の

ダ

ン

ス

シ

ー

ン

が

秀

逸

で

、

懐

か

し

さ

と

優

雅

さ

を

感

じ

ま

し

た

。

最

後

は

微

笑

み

合

う

二

人

。

お

互

い

の

成

功

を

讃

え

て

い

る

か

の

よ

う

で

し

た

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　取引先等からの返済が滞った場合、法人税や消費

税の負担を考えると、その対応措置としては適用範

囲や効果が限定的な貸倒引当金の計上よりは貸倒損

失等の計上の可否が重要になってくるものと考えま

す。そこで、本セミナーでは、貸倒損失及び債権譲

渡の税務上の取扱いについて、最新の参考法令等や

判決例及び各種資料等を交えて解説します。

日　時　��年９月�日（水）�：�～�：�

※研修時間：３時間

受講方法　オンライン型（ライブ配信・アーカイブ配

信での受講）

アーカイブ配信は、９月�日（水）に収録

したものを、後日録画配信コンテンツでご

視聴できるものです。

配信期間：９月�日（木）９：�～�月２

日（木）�：�

講　師　税理士・中村慈美（なかむら・よしみ）氏

国税庁課税部審理室係長、国税庁課税部審

理室プロジェクトチーフを経て、平成�年

税理士登録。一橋大学法科大学院非常勤講

師、公益社団法人日本租税研究協会法人税

研究会（通達等検討分科会）専門家委員、

文京学院大学大学院特任教授等を務める。

受講料　１名につき�５，０００円（税込・レジュメ代

を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は、割引価格

１２，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込

フォームよりお申込みください。

請求書等はお申込み後にお送りい

たします。

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

で

札

幌

国

税

局

長

に

就

任

し

た

山

下

和

博

氏

は

７

月

�

日

、

札

幌

市

中

央

区

の

札

幌

第

二

合

同

庁

舎

内

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

会

見

で

山

下

局

長

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

更

な

る

普

及

に

取

り

組

む

と

と

も

に

、

悪

質

な

脱

税

や

滞

納

事

案

に

対

し

て

は

、

組

織

を

挙

げ

て

厳

正

な

対

応

を

行

い

、

適

正

か

つ

公

平

な

賦

課

・

徴

収

の

実

現

に

努

め

て

参

り

た

い

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

山

下

和

博

（

や

ま

し

た

・

か

ず

ひ

ろ

）

氏

の

略

歴

　

平

成

３

年

国

税

庁

に

入

庁

。

東

京

国

税

局

課

税

第

一

部

長

、

国

税

庁

長

官

官

房

参

事

官

、

東

京

国

税

局

調

査

第

一

部

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

６

年

７

月

か

ら

国

税

庁

長

官

官

房

企

画

課

長

。

�

歳

。

奈

良

県

出

身

。

　

財

務

省

・

国

税

庁

の

７

月

１

日

付

の

人

事

異

動

で

大

阪

国

税

局

長

に

就

任

し

た

彦

谷

直

克

氏

が

７

月

�

日

、

大

阪

市

中

央

区

の

同

局

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

彦

谷

局

長

は

、

「

大

阪

関

西

万

博

が

開

催

さ

れ

、

盛

り

上

が

り

を

見

せ

て

い

く

こ

の

タ

イ

ミ

ン

グ

で

、

大

阪

国

税

局

に

勤

務

で

き

る

こ

と

を

大

変

喜

ば

し

く

感

じ

て

お

り

ま

す

。

西

日

本

の

セ

ン

タ

ー

局

の

ト

ッ

プ

と

し

て

職

責

を

果

た

し

て

ま

い

り

た

い

」

と

抱

負

を

述

べ

た

。

　

一

方

、

消

費

税

の

不

正

還

付

や

、

富

裕

層

に

よ

る

海

外

へ

の

資

産

隠

し

な

ど

の

不

正

事

案

に

つ

い

て

は

、

「

適

正

な

申

告

を

行

う

納

税

者

の

信

頼

を

揺

ら

が

す

大

き

な

問

題

で

あ

り

、

厳

正

か

つ

重

点

的

に

取

り

組

ん

で

い

く

」

と

語

っ

た

。

　

ま

た

、

昨

年

�

月

に

伝

統

的

酒

造

り

が

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

登

録

さ

れ

た

こ

と

を

追

い

風

に

、

「

大

阪

関

西

万

博

や

イ

ベ

ン

ト

で

、

近

畿

産

酒

類

の

Ｐ

Ｒ

を

積

極

的

に

行

う

」

な

ど

と

語

っ

た

。

　

彦

谷

直

克

（

ひ

こ

た

に

・

な

お

か

つ

）

氏

の

略

歴

　

平

成

２

年

大

蔵

省

入

省

。

�

年

、

財

務

省

主

税

局

税

制

第

二

課

企

画

調

整

室

長

。

�

年

、

財

務

省

主

計

局

主

計

官

。

令

和

４

年

、

財

務

省

理

財

局

次

長

。

５

年

、

内

閣

官

房

内

閣

審

議

官

。

�

歳

。

東

京

都

出

身

。

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

で

金

沢

国

税

局

長

に

就

任

し

た

松

代

孝

廣

氏

が

こ

の

ほ

ど

、

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

会

見

で

松

代

局

長

は

冒

頭

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

及

び

奥

能

登

豪

雨

で

、

被

災

さ

れ

た

方

々

に

お

見

舞

い

を

申

し

上

げ

た

上

で

、

「

税

務

行

政

を

円

滑

に

運

営

し

て

い

く

た

め

に

は

、

納

税

者

の

皆

様

の

ご

理

解

と

信

頼

を

得

る

こ

と

が

不

可

欠

で

あ

り

、

適

正

な

申

告

・

納

税

を

行

っ

て

い

る

誠

実

な

納

税

者

の

方

々

が

不

公

平

感

を

抱

く

こ

と

の

な

い

よ

う

、

適

正

・

公

平

な

課

税

及

び

徴

収

の

実

現

に

努

め

て

ま

い

り

た

い

。

そ

の

た

め

に

も

、

チ

ー

ム

ワ

ー

ク

で

高

い

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

を

発

揮

で

き

る

組

織

を

目

指

し

て

取

り

組

ん

で

い

く

」

と

述

べ

、

能

登

半

島

地

震

に

係

る

対

応

に

つ

い

て

「

災

害

に

関

す

る

各

種

税

制

措

置

等

の

相

談

が

続

く

こ

と

が

見

込

ま

れ

ま

す

が

、

対

応

に

当

た

っ

て

は

、

引

き

続

き

、

被

災

さ

れ

た

方

々

に

寄

り

添

っ

た

親

切

丁

寧

な

対

応

を

行

っ

て

ま

い

り

た

い

。

ま

た

、

酒

類

業

界

の

皆

様

方

や

関

係

機

関

と

も

緊

密

に

連

携

し

、

震

災

か

ら

の

復

興

に

向

け

た

支

援

や

、

北

陸

産

酒

類

の

需

要

振

興

、

更

に

は

国

税

庁

補

助

金

を

活

用

し

た

経

営

改

善

支

援

の

た

め

の

施

策

な

ど

に

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

」

と

し

た

。

　

ま

た

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

の

推

進

に

つ

い

て

「

日

常

使

い

慣

れ

た

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

な

ど

の

ツ

ー

ル

か

ら

簡

単

・

便

利

に

手

続

き

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

環

境

構

築

を

目

指

し

、

〝

納

税

者

目

線

〟

を

大

切

に

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

へ

の

移

行

を

加

速

さ

せ

て

い

く

必

要

が

あ

る

」

と

力

強

く

抱

負

を

語

っ

た

。

　

松

代

孝

廣

（

ま

つ

し

ろ

・

た

か

ひ

ろ

）

氏

の

略

歴

　

昭

和

�

年

札

幌

国

税

局

入

局

。

広

島

国

税

局

調

査

査

察

部

長

、

大

阪

国

税

局

課

税

第

二

部

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

６

年

７

月

か

ら

国

税

庁

監

督

評

価

官

室

長

。

�

歳

、

北

海

道

出

身

。

　

財

務

省

・

国

税

庁

の

７

月

１

日

付

の

人

事

異

動

で

広

島

国

税

局

長

に

就

任

し

た

辻

貴

博

氏

は

７

月

�

日

、

広

島

市

中

区

の

同

局

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

辻

局

長

は

デ

ジ

タ

ル

化

の

進

展

な

ど

に

触

れ

な

が

ら

「

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

便

性

向

上

な

ど

、

こ

れ

ま

で

以

上

に

納

税

者

目

線

に

立

ち

、

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

向

上

に

努

め

て

い

く

」

と

し

、

「

デ

ー

タ

や

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

積

極

的

に

活

用

し

て

、

調

査

・

徴

収

事

務

の

高

度

化

・

効

率

化

を

推

進

し

て

い

き

た

い

」

と

抱

負

を

述

べ

た

。

　

ま

た

、

長

く

日

本

国

債

の

発

行

に

携

わ

っ

て

き

た

経

験

か

ら

「

将

来

に

わ

た

っ

て

適

正

か

つ

公

平

な

課

税

・

徴

収

が

進

め

ら

れ

て

い

く

こ

と

に

対

す

る

信

用

が

国

債

発

行

を

支

え

て

い

る

」

と

語

っ

た

。

　

辻

貴

博

（

つ

じ

・

た

か

ひ

ろ

）

氏

の

略

歴

　

平

成

４

年

大

蔵

省

入

省

。

理

財

局

国

債

企

画

課

長

、

大

臣

官

房

政

策

金

融

課

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

６

年

７

月

か

ら

理

財

局

次

長

。

�

歳

。

神

奈

川

県

出

身

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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